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川越　前回（第 3115号）に引き続き，
かかりつけ医である GPでは対処しき
れない患者の場合や，患者側からより
高度な医療を希望された場合について
伺っていきます。今回は，GPと二次・
三次医療の専門医がかかわるケースに
焦点を当てたいと思います。
澤　前回紹介したように，各専門職の
役割は「ここまでは GP，ここからは
各科専門医が担う」と国のガイドライ
ンによって明確にされています。もち
ろん，それが画一的に実行されている
わけではありません。治療方針の決定
は，患者・家族と，サービス利用者の
「代理人」を担う GPとの二人三脚で
行われるべきものというのが，われわ
れの共通理解です。紹介の必要性の有
無についても，ガイドラインを基本線
にケースバイケースで行われているの
が前提となっています。

病院での治療方針の相談に
GPが対応することも

川越　第 4回（第 3113号）では，診
療所間で電子カルテによる情報共有が
進んでいることを紹介してくださいま
した。同様に，診療所と病院との間の
情報共有も電子カルテでなされている
のですか。
澤　多くの病院で電子カルテが導入さ
れつつあるようですが，私の地域の病
院は紙カルテがまだ主流です。ただ，
救急センターや急な問題を受け入れる
病棟には，診療所と同じタイプの電子
カルテが導入されているので，病院か
ら，GPが一括管理している患者情報に
アクセスできるようにはなっています。
　情報共有という点では，診療情報提
供書の一般的なやりとりの他，病院の
専門医が治療方針の決定に苦慮する場
合，担当患者のかかりつけ医である
GPに意見を求める，ということも行
われていますね。「家族のいない高齢
患者が急変して入院してきたのだが，
意識がなく，コミュニケーションもと
れない。集中治療室へ移送すべきか否
かで悩んでいる。GPとしてどう思う
か？」などの相談を専門医から受け，
私が見解を述べたこともありました。
川越　それは GPに対し，二次・三次
医療との橋渡し役を期待しているから
こそなのでしょうね。
澤　そうですね。ホームドクターを持
つ患者の「アドボケーター（擁護人）」
としての GPの役割と責任を，専門医
は評価し，尊重しているからなのだと
考えています。

アウトリーチする専門家たち

川越　中には，在宅で患者を診なけれ
ばならないケースもあるはずです。
GPが在宅患者を診る（第 1回，第 3100
号）他，困難な事例への対応には専門
チームによるアウトリーチも存在する
と聞いたことがあります。
澤　私の地域でも，専門医，専門看護
師を含む二次医療の多職種チームが，

地域へのアウトリーチを行います。日
常的な問題の対応は GPが担当し，そ
れ以外の問題は専門チームがバックア
ップするシステムになっているんです。
　現在，日本在宅医学会が認定する在
宅専門医試験の受験資格として求める
報告症例は，①がんの在宅緩和医療，
②認知症を含む高齢者ケア，③神経難
病や臓器不全などの内部障害や小児若
年障害者，の 3領域が設定されていま
すよね 1）。これに引き寄せて私たち
GPと専門職チームとのかかわり方を
考えてみると，①は地域の緩和ケア専
門看護師，ホスピス，病院の腫瘍専門
医を含む多職種チーム，②の場合，認
知症は認知症専門の初期集中支援チー
ムと二次医療のメンタルヘルスチー
ム，それ以外の高齢者ケアは老年病専
門の多職種チーム，③は各疾患に応じ
た二次・三次医療の多職種チーム，と
協力しながら対応すると言えます。
川越　高齢化の進んだ日本では心不全
や COPDなど，複数の疾患を抱える
高齢患者も多く存在します。こうした
複雑な事例に対するアウトリーチの
チームもあるのですか。
澤　もとより多疾病のマネジメントを
GPは得意とするわけですが，明らか
に一次医療で対応できないレベルであ
れば，内科領域全般に精通した老年病
専門医（Geriatrician）を中心とした二
次医療チームにサポートを依頼します。
川越　なるほど。二次・三次医療にア
ウトリーチする多職種チームが存在
し，GPが必要時にコンサルテーショ
ンを受けられるという仕組みは，各人
に提供される医療の質を保つという点
からも優れたものだと思います。
　日本の在宅医療の対象は，終末期が
ん患者への緩和医療をはじめ，がん以
外の疾病を患う高齢者の End of Life 
Careです。しかし，現状，これらは「“良
質”な在宅医療を行う医療者が担当し
た場合に，提供されることがある」に

とどまるというのが実態です。現在，
日本でもアウトリーチする専門職チー
ムの必要性が共有され始めている段階
であり，多くの地域では整備されるま
でには至っていません。

在宅医療の実践の差は
医療提供体制の違いに起因？

川越　もう少し具体的に聞きたいの
が，「メモリーサービス」という認知
症を専門にアウトリーチする多職種グ
ループについてです。日本でもその名
が知られた専門職チームですが，GP
とはどのように協働が図られているの
でしょうか。
澤　貧血，尿感染，うつ病，甲状腺機
能異常，アルコールの問題など，もの
忘れの原因になり得る健康問題は多く
ありますよね。GPの役割はまずそれ
らを除外し，患者や家族の不安に応え
ることと言えます。それでもなお認知
症の疑いが残る場合，イングランドで
は「メモリーサービス」と呼ばれる認
知症の早期診断，早期介入に特化した
チームに紹介することになっているわ
けです。
　同チームは，看護師，作業療法士，
臨床心理士などのさまざまな専門職が
おり，必要に応じて患者のもとに出向
き，症状はもちろん，生活状況や介護
者の負担度などの包括的なアセスメン
トを行います。そして，定期的に認知
症専門医と連携を図って，チーム全体
で認知症を診断し，薬も処方する他，
心理的サポート，家族支援，日常の生
活を支えるサービスといったあらゆる
形のサポートを提供します。以上がメ
モリーサービスの初期対応の部分で，
介入から数か月―1年ほどで，患者は
GPに引き継がれる仕組みとなってい
ます。
　認知症が進行して専門的介入が必要
となる場合，つまりより高次のケアが

必要となった際，今度は認知症専門医，
専門看護師などを含むメンタルヘルス
チームがアウトリーチするようになり
ます。こうしたケースでは，原則的に
はドネペジルなどのアルツハイマー型
認知症治療薬の処方や用量調整は GP
単独では行わず，認知症の専門医の判
断を仰ぐことが求められます。GPと専
門医との間であらかじめ同意された計
画書（shared care protocol）がある場合
に限っては，その範囲内で GP単独で
用量を調整可能とはなってはいますが。
川越　その点は日本と状況を異にする
部分です。日本では専門医の判断がな
くてもドネペジルなどの処方・用量調
整はできます。在宅での療養時も，必
要に応じて専門ではない医師が対応し
ているのです。
澤　そうなのですか。日本では一次医
療を担う医師によって対処されている
わけですね。
川越　ええ。ただ，この点は医療環境
や社会のニーズによっても変わるもの
なのでしょう。むろん，困難なケース
では専門職チームにコンサルテーショ
ンできるシステムは重要で，その点，
英国の取り組みは優れているのです
が，私としては，認知症が増えつつあ
る日本においては認知症へ対応できる
力は，プライマリ・ケアが身につけて
いくことが望ましいと思うのですね。
澤　確かに地域のニーズに応じて，地
域を担う医師の役割は変わるものです
よね。英国の医療制度の流れを見ていて
も，GP with Special Interests（GPwSI；
第 5回，第 3115号）の台頭によって，
かつて二次医療で行われていた医療行
為も，徐々にプライマリ・ケアの領域
で対応されるようになっています。実
際，英国では認知症が“コモンな健康
問題”として表面化しつつあり，最近，
認知症の領域を専門とする GPwSIの
育成が始まりました。認知症治療薬の
処方開始・用量調整も，専門チームへ
のコンサルテーションなしで彼らが行
えるようになる見通しです 2）。
川越　社会ニーズに応答するように，
GPwSIの育成が始まっているのは興
味深いですね。日本では，先行する社
会ニーズに対し，現場の医療者の努力
によって補われているという側面があ
りますから。
澤　私は川越先生のお話を聞いて，日
本の在宅医が二次・三次医療の領域ま
で単独で担っている現実を垣間見た思
いです。英国の GPとしては，そうし
た現場はなかなか想像しがたい。医療
提供体制の違いが，そのまま在宅医が
対応する領域の違いとして顕在化して
いるようにも思えました。 （つづく）
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